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【資料３-１】 

 

こども基本法 

発令　　：令和4年6月22日号外法律第77号 

最終改正：令和6年6月26日号外法律第68号 

改正内容：令和6年6月26日号外法律第68号[令和６年９月25日] 

 

（都道府県こども計画等） 

第十条　都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画

（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２　市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府

県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条におい

て「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３　都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４　都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ど

も・若者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項に規定する都

道府県計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を

定めるものと一体のものとして作成することができる。 

５　市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若

者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項に規定する市町村計

画その他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるもの

と一体のものとして作成することができる。


